
道路及びその沿線の屋外広告物規制について

【諮問事項】



１ 熊本県景観・屋外広告物審議会に諮問する根拠

２ 屋外広告物と規制地域区分の概略

３ セミコンテクノパーク周辺の概要

４ 規制予定路線の状況

５ 規制の内容

６ 既存広告物の状況

７ スケジュール等



熊本県景観・屋外広告物審議会に諮問する根拠

○熊本県屋外広告物条例
（審議会への諮問）
第２７条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
（１）第3条、第4条及び第5条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

（禁止地域）
第３条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならな
い。

（12）道路、鉄道、軌道及び索道(建設中のこれらのものを含む。)並びにこれらから展望するこ
とができる地域で、知事が指定する区域

【熊本県景観・屋外広告物審議会の意見聴取】

今回、道路を禁止地域に指定する予定であるため、審議会への諮問が必要。



屋外広告物について

・自家用広告物：

例）

・

馬刺の〇〇

とんかつ〇〇亭
まで３０分



禁止地域
自家用広告物など一定の広告物以外は
広告物の掲出等を禁止する地域

許可地域
自家用や一般の広告物の掲出等には
原則として許可が必要な地域。

屋外広告物条例規制概要

屋外広告物の規制地域区分

区分
一般広告物
設置の可否

自家用広告
物の表示面
積の合計

主な指定地域等

禁
止
地
域

1種 × 10㎡以内 阿蘇くじゅう国立公園等の自然公園

2種 × 15㎡以内
九州縦貫自動車道、北側復旧ルート
等

3種 × 50㎡以内 鉄道沿線、国道3号、57号、266号等

4種 × 無制限
新幹線沿線の商業地域等（近隣商業地域等に

限る）

許
可
地
域

1種 ○ 50㎡以内 国道3号、208号等の各地の商店街部

2種 ○ 100㎡以内
13市19町の区域（近隣商業地域等を
除く）

3種 ○ 無制限
第2種許可地域で指定した市町の中で
近隣商業地域等の区域



セミコンテクノパーク周辺では半導体関連企業の集積が進むとともに、現在生じている周辺道路の渋滞状況解消のため、今後の交通需要を見込んだ上

で、基幹的な道路ネットワーク整備を強力に推進している。

周辺の豊かな自然との調和も図りながら、質の高い、品格のある景観の形成を目指し、適切な規制により良好な景観への誘導を図っていくこ

とが必要。

セミコンテクノパーク周辺の概要

熊本県道路整備課公表資料を加工



県道大津植木線・大津西合志線の規制の効果

JASM

第３種禁止地域 第２種禁止地域

国道３２５号

令和６年（２０２４年）１月２９日審議会開催時点

撮影箇所：JASM前交差点

概要図

令和８年（２０２６年）１月２９日時点



規制予定路線及び区間

路線名 始点 終点

①都市計画道路合志ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ線
県道新山原水線との交点
（菊陽町原水地内）

都市計画道路中九州横断道路大津熊本線との交点
（合志市上庄地内）

②菊陽町道下原堀川線
県道熊本菊陽線との交点
（菊陽町津久礼地内）

県道新山原水線との交点
（菊陽町原水地内）

③合志市道福原原水線
合志市道竹迫第二テクノ線との交点
（合志市福原地内）

県道大津植木線との交点
（菊陽町原水地内）

④都市計画道路菊陽空港線
県道大津植木線との交点
（菊陽町原水地内）

国道５７号との交点
（菊陽町久保田地内）

⑤合志市道竹迫第二テクノ線
県道大津植木線との交点
（菊陽町原水地内）

都市計画道路合志ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ線との交点
（合志市竹迫地内）

⑥菊陽町道南方大人足線
国道５７号との交点
（菊陽町原水地内）

県道大津植木線との交点
（菊陽町原水地内）



地図 交 点

（始点又は終点）

①都市計画道路合志

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ線

②菊陽町道

下原堀川線

⑤合志市道竹迫第二テクノ線

③合志市道
福原原水線

⑥菊陽町道

南方大人足線

④都市計画道路

菊陽空港線

指定区間（現道）

国道３２５号

指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

都市計画道路中九州横断道路大津熊本線

合志IC（仮称）

県道大津植木線

規制路線及び区間の現況の写真

県道大津西合志線



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

都市計画道路中九州横断道路大津熊本線

規制路線及び区間の現況の写真 ①都市計画道路合志ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ線

県道大津西合志線

拡幅区間

新設区間

新設途中

片側２車線

片側１→２車線

始点

終点



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

規制路線及び区間の現況の写真  ②菊陽町道下原堀川線

始点

終点

片側１車線



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

県道大津植木線

規制路線及び区間の現況の写真 ③合志市道福原原水線

始点

終点

片側１車線



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）

国道５７号
（菊陽バイパス）

指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

県道大津植木線

規制路線及び区間の現況の写真 ④都市計画道路菊陽空港線

新設区間

片側１車線

片側１車線

始点

終点



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

県道大津植木線

規制路線及び区間の現況の写真 ⑤合志市道竹迫第二テクノ線

終点

始点

片側２車線

片側１→２車線

片側１車線



地図

交 点

（始点又は

終点）

指定区間（現道）指定区間（新設） 指定区間（拡幅）

県道大津植木線

規制路線及び区間の現況の写真 ⑥菊陽町道南方大人足線

片側１車線

片側１～２
→２車線始点

終点



(変更前） （変更後）

規制地域 第２種許可地域 第３種禁止地域

総
量
規
制

一般広告物 〇 （広告物の表示面積：１００㎡以内） × （原則掲出不可）

自家用広告物 〇 （広告物の表示面積：１００㎡以内） 〇 （広告物の表示面積：５０㎡以内）

個
別
基
準

建植広告
（広告塔、広告板等）

高さ５ｍ以下：１表示面２０㎡以内 高さ５ｍ以下：１表示面１５㎡以内

高さ５ｍ超１３ｍ以下：１表示面１５㎡以内 高さ５ｍ超１０ｍ以下：１表示面１０㎡以内

屋根面広告 １屋根面の１／２以内 × （表示等は禁止）

壁面広告 １壁面の１／２以内 １壁面の１／３以内

規制の内容（禁止地域への指定）

路端から両側100メートル以内の区域を「第２種許可地域」から「第３種禁止地域」に規制地域区分の変更を行う。

概要



既存不適格広告物について

条例第７条第１項（経過措置）

条例施行規則第８条第１項及び第２項（新たに指定された禁止地域等に関する特例）

指定前に適法に表示等されていたもの（既存広告物等）を指定の時点から直ちに撤去すること

は難しいため、円滑に移行できるよう経過措置期間 （原則１年 （堅ろうなものは７年））を設け

ている。

区分 件数

一般広告物 ３６

自家用広告物 なし

既存不適格広告物の件数

既に設置されている屋外広告物の経過措置

既存不適格とは現在適法に設置してある屋外広告物で今回の規制により不適となる広告物



既存不適格広告物の現況と写真

既存不適格広告物

既存不適格広告物 ５件

既存不適格広告物 ８件

既存不適格広告物 １件

既存不適格広告物
１７件

既存不適格広告物１件

都市計画道路中九州横断道路大津熊本線

既存不適格広告物 ４件

①都市計画道路合志

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ線

②菊陽町道

下原堀川線

③合志市道
福原原水線

④都市計画道路

菊陽空港線

⑤合志市道竹迫第二テクノ線

⑥菊陽町道

南方大人足線

既存不適格広告物 ５件

既存不適格広告物１件

既存不適格広告物 １件

既存不適格広告物 ８件



パブリックコメントの結果

素案に関するパブリックコメントを以下のとおり実施。

【期間】令和７年（２０２５年）１２月１日（月）～令和７年（２０２５年）１２月３０日（火）の３０日間
【広報】 県ホームページ掲載、各種窓口への設置、許可申請者へ周知

意見の件数：０件

スケジュール（予定）

時期
内容

10月 1２月 2月 3月

道路及びその沿線の屋外
広告物規制について

関
係
市
町
と
の
協
議

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

R7.12.1～
12.30

（30日間）

（
今
回
）
景
観
・
屋
外

広
告
物
審
議
会

告
示
・
施
行
（
予
定
）

関
係
市
町
へ
の
意
見
照
会



関係市町 意見概要

合志市

○合志市都市計画マスタープランにおける自然環境・景観形成の方針として、「良好な都市環境・都市景観
の形成に努めること」及び「良好な田園風景や集落景観の保全を図ること」と規定していることから、本市
の施策とも合致しており、今回県が示す（素案）については、異存ありません。
＜要望事項＞
・地権者、地元住民及び関係機関等への説明や対応を丁寧に行うようお願いします。
・令和７年１２月に全線開通する辻󠄀久保バイパス（県道大津植木線）について、第３種禁止地域に指定する等
の規制をお願いします。
（理由）
辻󠄀久保バイパスは、九州自動車道北熊本スマートＩＣのアクセス道路として、周辺企業や工業団地へ接続
する重要な道路となりますが、特に今回開通する新設道路の部分については、開通後の交通需要の増加
に伴って、道路沿いに広告物が多く設置されることが想定され、それにより、半導体産業集積地周辺の道
路ネットワークとしての良好な都市環境が阻害される恐れがあります。良好な都市環境を保護する観点か
ら、広告物の設置が少ない現段階において、無秩序な広告物の設置を未然に防ぐための措置をお願いし
ます。

菊陽町 ○意見なし。

関係市町からの意見
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